
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号

観
光
施
設
財
団
抵
当
法

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
観
光
施
設
に
関
す
る
信
用
の
増
進
に
よ
り
、
観
光
に
関
す
る
事
業
の
発
達
を
図
り
、
も
つ

て
観
光
旅
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
で
「
観
光
施
設
」
と
は
、
観
光
旅
行
者
の
利
用
に
供
さ
れ
る
施
設
の
う
ち
遊
園
地
、
動
物
園
、

ス
キ
ー
場
そ
の
他
の
遊
戯
、
観
賞
又
は
運
動
の
た
め
の
施
設
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
そ
の
施
設
が
観
光

旅
行
者
の
利
用
に
供
さ
れ
る
宿
泊
施
設
に
附
帯
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
及
び
宿
泊

施
設
）
を
い
う
。

（
財
団
の
設
定
）

第
三
条
　
観
光
施
設
を
観
光
旅
行
者
の
利
用
に
供
す
る
事
業
を
営
む
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
抵
当

権
の
目
的
と
す
る
た
め
、
一
又
は
二
以
上
の
観
光
施
設
に
つ
い
て
、
観
光
施
設
財
団
（
以
下
「
財
団
」
と
い
う
。
）

を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
財
団
の
組
成
）

第
四
条
　
財
団
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
同
一
の
事
業
者
に
属
し
、
か
つ
、
観
光
施
設
に
属
す
る
も
の
の
全
部
又

は
一
部
を
も
つ
て
組
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
土
地
及
び
工
作
物

二
　
機
械
、
器
具
及
び
備
品

三
　
動
物
、
植
物
及
び
展
示
物

四
　
地
上
権
及
び
賃
貸
人
の
承
諾
あ
る
と
き
は
物
の
賃
借
権

五
　
船
舶
、
車
両
及
び
航
空
機
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
品

六
　
温
泉
を
利
用
す
る
権
利

第
五
条
　
土
地
、
建
物
、
船
舶
（
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
端
舟
そ
の
他
ろ
か
い
の
み
を
も
つ
て
運
転

し
、
又
は
主
と
し
て
ろ
か
い
を
も
つ
て
運
転
す
る
舟
を
除
く
。
）
及
び
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
小
型
船
舶
に
限
る
。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
条
の
自
動
車
又
は
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
航
空
機
は
、
所
有
権
の
登
記
又
は
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
財
団
に
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
財
団
設
定
の
制
限
）

第
六
条
　
事
業
者
は
、
第
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
又
は
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
土
地
に
関
す
る
権
利
が
存
し
な

い
と
き
は
、
財
団
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
所
有
権
の
保
存
の
登
記
）

第
七
条
　
財
団
の
設
定
は
、
観
光
施
設
財
団
登
記
簿
に
所
有
権
の
保
存
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
な
う
。

（
財
団
の
性
質
）

第
八
条
　
財
団
は
、
一
個
の
不
動
産
と
み
な
す
。

（
財
団
を
目
的
と
す
る
権
利
）

第
九
条
　
財
団
は
、
所
有
権
及
び
抵
当
権
以
外
の
権
利
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
抵
当
権
者
の

同
意
を
得
て
賃
貸
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
観
光
施
設
財
団
目
録
）

第
十
条
　
財
団
に
つ
い
て
所
有
権
の
保
存
の
登
記
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
情
報
の
ほ

か
、
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
観
光
施
設
財
団
目
録
に
記
録
す
べ
き
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
場
抵
当
法
の
準
用
）

第
十
一
条
　
財
団
に
つ
い
て
は
、
工
場
抵
当
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三

項
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
ノ
二
第
一
項
及
び

第
四
十
二
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
工
場
財
団
」
と
あ
る
の
は
「
観
光
施
設
財
団
」
と
、
「
工
場
」

と
あ
る
の
は
「
観
光
施
設
」
と
、
「
工
場
財
団
目
録
」
と
あ
る
の
は
「
観
光
施
設
財
団
目
録
」
と
、
「
工
場
財
団
登

記
簿
」
と
あ
る
の
は
「
観
光
施
設
財
団
登
記
簿
」
と
、
「
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
、
航
空
法
第
二
条
第

一
項
ニ
規
定
ス
ル
航
空
機
」
と
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
ノ
二
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
ノ
三
第

一
項
中
「
工
場
ノ
所
有
者
」
と
あ
り
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
ノ
二
中
「
所
有
者
」
と
あ
る

の
は
「
観
光
施
設
ヲ
観
光
旅
行
者
ノ
利
用
ニ
供
ス
ル
事
業
ヲ
営
ム
者
」
と
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
二

条
ノ
二
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
ノ
三
第
一
項
中
「
工
場
財
団
」
と
あ
る
の
は
「
観
光
施
設
財
団
」
と
、
「
工
場
」

と
あ
る
の
は
「
観
光
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
改
正
の
際
現
に
存
す
る
財
団
に
関
し
て
は
、
改
正
前
の
政
令
の
規
定

に
よ
る
観
光
施
設
で
そ
の
政
令
の
改
正
に
よ
り
観
光
施
設
で
な
く
な
つ
た
も
の
は
、
改
正
後
の
政
令
の
規
定
に
よ

る
観
光
施
設
と
み
な
す
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
一
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
中
、
第
一
条
、
次
条
、
附
則
第
三
条
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
二
条
、
附
則
第
四
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
一
一
日
法
律
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
登
記
簿
の
改
製
等
の
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
登
記
法
、
商
業
登
記
法
そ
の
他
の
法
律
の
改
正
に
伴
う
登
記
簿
の
改

製
そ
の
他
の
必
要
な
経
過
措
置
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
四
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
観
光
施
設
財
団
抵
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条
　
附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
観
光
施
設
財
団
抵
当
法
第
四
条
第
五
号
に
掲

げ
る
も
の
と
し
て
観
光
施
設
財
団
に
属
し
て
い
る
小
型
船
舶
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
一
二
日
法
律
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
附
則
第
三
十
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
法
律
第
一
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
新
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
三
日
法
律
第
一
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


